
１．はじめに

農林水産政策研究所では，農林水産施策の企画立
案に資する研究を推進するため，大学，シンクタン
ク等の研究機関の幅広い知見を活用して研究委託事
業を行っています。農村地域内外の企業やNPO等
との連携による持続性の高い生物多様性保全活動に
関して３つの機関に委託し，平成27 ～ 29年度にか
けて研究を進めてまいりました。

農村地域における生物多様性は，農業生産活動や
地域コミュニティの中で育まれてきた地域固有の資
源であり，それにより提供される生態系サービスは
地域を活性化させる潜在力を有しています。しかし
ながら，高齢化や人口減少が進む中，農業生産活動
や地域コミュニティ機能の低下は避けがたく，生物
多様性も危機に直面しています。

このような中，農村を活性化させるための方策の
１つとして，生物多様性が有する価値に着目し，農
村地域内外の企業やNPO等の力を取り込み，その
保全活動を行う等，生物多様性を地域資源として活
用する試みが注目されています。企業経営において
も，自然資本の視点を取り入れて農林漁業者と協働
する取組が進められています。

こうした活動について，自律的で持続可能性の高
い農業・農村の振興を図る観点から評価・分析を行
い，企業やNPO等と連携した生物多様性保全活動
を推進し，効果的に活用するための施策の方向性を
明らかにすることを目標として３年間研究を行って
きました。

今般，本研究を実施した国際連合大学の武内和彦
上級客員教授，京都大学農学研究科の栗山浩一教授
及び九州大学大学院農学研究院の矢部光保教授か
ら，それぞれ独創的な研究成果を御報告いただきま
した。

報告に先立ち，農林水産省大臣官房政策課環境政
策室の中川室長から，農林水産省における生物多様
性の保全に向けた取組状況と関連施策について紹介
がありました。また，各研究成果報告後には，それ
ぞれの異なる観点からの農林水産業施策のあり方の
提言について全体討議が行われました。ここではそ
の様子を御紹介します。

２．国際連合大学　武内上級客員教授から
の報告

「農村地域内外の多様な主体
の連携による生物多様性の保
全・活用活動のモニタリング・
評価手法の開発」というタイト
ルで御報告いただきました。本
研究では，農村地域内外の多様
な主体の重層的な連携に基づく自然資本の共同管理
を通じた生物多様性の保全・活用の仕組みづくりに
おいて，モニタリングと評価に関する国内外の研究
動向を分析し，「地域関係者による事前診断，活動
計画の作成・実行，モニタリングと自己評価」と「第
三者による客観的評価」を統合した総合的な「計画，
モニタリング，評価」プロセスについて検討しまし
た。この重層的ガバナンスの構築から，生態的な側
面のみならず社会・文化的な側面からも定量的・定
性的に評価する手法を検討することによりサステイ
ナビリティ（持続の可能性）を追求し，これらの研
究成果を反映させた評価項目及び評価手法マニュア
ルの構成を設定し，モニタリング・評価の手法を構
築しました。そして「計画→実施→モニタリング→
評価」という一連のプロセスを踏まえ，成果を重視
した定期的なモニタリングと総合的な評価手法を開
発し政策提言につなげました。

作成した評価手法マニュアルでは日本国内に適応
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した要素に着目して，次のとおり項目を設
定しました（第１図）。

また，これまでは実際にどのような視点
で，生物多様性の保全・活用活動に関する
効果の総合的な評価をすべきなのか明確で
なかったため，共通の視点と要素を分析し
て整理し，評価に６つの視点を取り入れる
こととしました（第２図）。

これにより，これまでトップダウン目線
の「専門家経験」による主観的な評価方法
であったものを，適切な評価視点（６つの
視点）に基づく評価へとシフトすることに
よって評価の中立性，公平性，客観性を強
化できることが示されました。これまでの
国内のケーススタディでは計画の段階から
モニタリング・評価を想定して活動計画を
作成している事例はきわめて少なく，活動
実施後のモニタリングと評価を適切に行う
ためには，計画当初から「活動計画・モニ
タリング・評価・改善」を考慮した一貫し
た計画手法が必要であることがわかりまし
た。さらには，事業参加主体の関与を促す
地域関係者による自己評価と，客観的評価
により地域関係者の自信とモティベーショ
ンを向上させる第三者による評価と組み合
わせることが重要であり，国や企業など資
金面の支援のあるところだけなく，活動の

「価値・メリット」をできるだけ多くの主
体と共有し，多様な主体の参加を求めて評
価とモニタリングを行うことが事業の継続
性につながるために重要であることが明ら
かとなりました。

３．京都大学農学研究科　栗山教授からの
報告

「農山村地域における生物多様性保全活動の価値
評価および企業やNPO等との連携による経済効果
の分析手法開発に関する研究」というタイトルで御
報告いただきました。この研究の目的は，農山漁村
地域における生物多様性保全活動によって得られる
自然資本としての価値を評価する手法を開発すると
ともに，農山漁村地域が企業やNPO等と連携して

生物多様性保全活動に取り組
むことの経済効果を分析する
ことで，農山漁村地域における
生物多様性保全活動を促進す
る政策のあり方を示すことに
あります（第３図）。

ここでは，都市と農村，消費者と生産者の連携を
推進するための連携推進機関の先進事例の現地調査
による分析の事例（８つの事例のうち３つ）につい
て御紹介いただきました。この調査では，①生物多

第１図　評価手法マニュアル

第２図　評価手法マニュアル（６つの視点）

第３図　研究の目的
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様性の経済的連携においては，連携推進機関の存在
が重要，②連携推進機関は，行政機関（自治体等）
が参画することで機能が発揮されやすい，③経済的
連携の推進は，エコ農業とちぎ等の比較的緩いネッ
トワークも有効に機能しうる，④連携推進機関は，
SDGs等の多様な社会課題への解決においても期待
できる，という結果が得られました。

次に，生物多様性保全の価値評価で，コメを事例
に様々な角度から行った経済評価を御紹介いただき
ました。住民・消費者の立場から，琵琶湖流域消費
者などへの調査を行い，滋賀県全体で稲作の「環境
保全型農業」を普及する政策のために税金（水源環
境税）の費用負担への支払意志額による評価を御説
明いただきました。水源環境税形式による費用負担
への支払意志額は１人１年当たり2,200 円程度とな
り，琵琶湖がある滋賀県のみならず下流域の京都府
や大阪府の消費者も費用負担への支払意志を確認す
ることができました。一方，生産者の立場からは，
農家に①環境こだわり農業を実践するための必要額
をＣＶＭ（仮想的市場評価法）により評価を行い，
②補助金による負担（環境こだわり農業実践により
費用が増えた場合，どれくらい補助金を必要とする
か？），③農産物価格による負担（環境こだわり農
産物の販売価格がどれくらい高くなれば実践する
か？）について調査を行いました。その結果，農家
の受入補助金の額よりも，消費者負担形式での価格
上乗せ額の方が大きくなり，環境保全型農業を実施
する費用については，補助金として受け取るよりも，
農産物の販売を通じて付加価値として受け取ること
を生産者は求めていると考えられました。また，生
態系サービス支払制度の経済実験では，仮想的な状
況を作り出し，生産者が環境保全型農業を実行する
条件を分析しました。補助金と応援宣言による環境
保全型農業の政策効果の分析では，補助金の効果は
交付単価によって保全活動の効果が変化することが

示されました。一方，応援宣言効果は政策導入の初
期においては現行の環境支払を上回る効果を示しま
したが，次第に効果が低下することがわかりました

（第４図）。

４．九州大学大学院農学研究院　矢部教授
からの報告

「PDCAサイクルと多様な主
体の参画・連携による生物多様
性保全活動促進のための政策
的支援に関する研究」というタ
イトルで御報告いただきまし
た。生物多様性の保全に繋がる

「環境保全型農業」では，その取組を農業者に負わ
せていると考えられます。しかしながら，農業・農
村地域を取り巻く現状が厳しいことから，農村地域
内外の企業・NPOなど民間主体の協働を進め，農業・
農村振興と生物多様性保全の両立に資する取組拡大
が不可欠となります。また，厳しい財政事情から非
補助金型の支援策の検討や，農業者やNPO等によ
る取組，行政支援がどれほど効果があったのかを明
らかにする必要性も高まっています。そこで本研究
は，地域住民や企業・団体などの農村地域内外の民
間主体と農業者の協働による環境保全型農業を促進
し，農業・農村の振興と生物多様性保全を図ること
により，次の３つの段階に分けてアプローチを行い
ました。①農村地域内外の多様な主体の協働のもと
で行われている環境保全型農業を通じて，生物多様
性保全が図られている事例を調査，②PDCAサイク
ルの視点から国内外の取組事例や支援策を，経済的
支援・非経済的支援・融合的支援に分類整理，③民
間主体の協働による環境保全型農業を通じた生物多
様性保全のための政策オプションを提案し，研究目
的の達成を目指しました。

海外の取組事例や支援策の概要においては，英国
及び韓国で行った調査について御紹介いただきまし
た。英国調査では，経済的支援，非経済的支援，融
合的支援の３つの視点から整理・分類を行いました。
英国の農地の生物多様性保全政策の基盤となってい
る農業環境支払い制度は30年にわたり，PDCA サ
イクルを繰り返しつつ，農業政策の主要なツールに
発展し，Green BREXIT 構想（公的資金は公共財へ）
に繋がっていることがわかりました。韓国調査では，
韓国・農村愛一社一村運動の制度と現状のヒアリン
グにより農村と公団・行政等による競合活動事例を
調査し，その成果を御報告いただきました。国内調
査についても「一社一村しずおか運動」の事例や，
NPO中心型・農業者中心型・Uターン者中心型の３

第４図　経済実験の結果（応援宣言効果）

No.83  2018.5 −12−



つのタイプに類型化した協働活動につい
て御説明いただきました（第５図）。

また，これら国内外の事例調査結果を
もとに，どうして日本では，指標生物を
活用した生物多様性保全活動が進まない
のかという問題点を整理し，自然科学調
査をもとに，日本の生物多様性の特徴と
生物多様性保全活動の課題，今後の方向
性についてPDCA サイクルの視点から提
案がなされました（第６図）。

最後に，これらの調査事例における取
組や，考えられる政策オプションをPDCA
サイクルの視点から俯瞰できるよう，整
理した概要が発表されました。

５．全体討議の様子

全体討議では研究成果を踏まえて，以
下の点について質問応答形式で進められ
ました。

○それぞれの研究で提案された評価方法・
政策提言を行政のどの場面で活用するこ
とが考えられますか。

武内教授：生物多様性の農村政策における
主流化ということを考えたときに，トキや
コウノトリのような希少動物がいない普
通の農村地域で，新しい時代の価値意識
の中で生物多様性を保全していくことは，
農業における人間と自然の営みの結果であり，地域
の誇りや文化にもつながっていくと考えています。
そのために，今回の評価手法のマニュアルを活用し
ていただきたいと考えています。

栗山教授：先進的に非常に高い問題意識を持って生
物多様性保全に取り組んでいる地域，あるいはそれ
を支援するような先進的なNPO団体がさらに一層
高めていくためには，特に連携推進機関と呼ばれる
ような行政が間に入ることによって高い問題意識を
持っているような生産者と消費者をつなげることが
できます。一方で，そこまで高い問題意識を持って
いないような農家，あるいはごく普通の消費者に
とっても，生物多様性につながるように考えていく
必要があり，そこに対しては，エコ農業とちぎのよ
うに，エコ農業に関する活動を行いますよと簡単に
手を挙げられるのであれば，より多くの農家に広く

普及できる可能性がある。そういった点では，ある
程度緩い連携の中で保全につなげていくというやり
方も，今後新しい方法として考えられます。

矢部教授：今回特に我々が関心を持ったのが，農家
と行政以外の組織がどのように農村地域における活
動の支援ができるのか，参加できるのかということ
でした。今までは補助金を与える行政，そしてそれ
に従っている農家という構図でした。農家は農産物
をつくる専門家ではありますが生物多様性の専門家
ではなく，例えばメダカを増やすことなどは，農業
とはあまり関係のない世界のことです。そういった
ところを，これから農家の活動の一環として広げて
いくためには，今までは専門機関・大学・研究機関
等が中心でしたが，これからはNPO，あるいは地
域で水生動物や野鳥の保全に取り組んでいる人やグ
ループの役割がさらに重要になると考えます。それ

第５図　国内の協働活動の類型化

第６図　自然科学調査の成果
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ぞれの知恵，それに長けた人たちとの連携で，農村
地域における生物多様性の活動が大きく拡がってい
くと考えます。

○SDGsとの関連性に関して何かありますか。

武内教授：日本で，前身のMDGs（ミレニアム開
発目標）に対して社会的認知度の低さに比べると，
SDGsの最近の認知度の高まりは隔世の感がありま
す。そういう中で，SDGsの問題点は，まず数が多
すぎること，特にゴール（目標）に比べ，インディケー
タ（ターゲットに対応した指標）は200を超える数
があるということで，どうやって使っていったらよ
いのか必ずしも十分な基本的な指針がありません。
また，インディケーターについては，２つ大きな問
題があります。１つは，科学的に精査されていない
インディケーターがたくさんあります。もう１つ
は，国ごとの特性を反映していません。そのため必
ずしも日本の地域にあてはめた時にうまくいくかど
うかわからない。その対応をしっかりとやることが，
SDGsを使っていくために非常に重要な観点といえ
ます。また，様々なステークホルダー，企業，行政，
農業者が同じ土俵で議論ができるというメリットを
最大化して，かつデメリットである数が多すぎるこ
とや，課題を構造化していないという問題を正しい
形でそれぞれのテーマごとに整理をしていくことが
必要です。そういう意味で，農林水産省が政策とし
てSDGsを取り上げる場合には，農業の側からみて，
SDGsを少し体系化した上でこれをどう使うかを考
えていくべきだと思います。今回のようなSDGsを
近い将来，政策的に結び付けていくことはやるべき
こと，価値のあることだと思います。

栗山教授：SDGsと生物多様性の関係に関しては，
我々の研究グループと農林水産省と連携して，シン
ポジウムを開催し，そこでいろいろな議論がありま
した。特に指摘しておきたいのは，SDGsの多くの
目標の中には，生物多様性関連のものが非常に多く
あり，かついずれも農山漁村と関係が深いというこ
とです。企業はSDGsの目標について対応を求めら
れているわけですが，企業単独ではこれの実行が困
難なので，農山漁村と連携をする必要があります。
シンポジウムでは大きな課題として，如何に連携し
ていくのか，連携することによってどうSDGsを実
現していくのかが議論になりました。今後SDGsの
17の目標について拡大していったときにどう適応し
ていくのかが，新しい研究課題として上がったのか

と思っています。

矢部教授：SDGsであれ，生物多様性であれ，これ
を市民とどう考え方を共有するのかが重要な課題だ
と思っています。これまでの調査により，一般の人
の中で生物多様性について，どの程度の人が理解し
ているかわからないのが現状です。したがって，そ
の中に盛り込まれている考え方を一般の人にどう伝
えるか，わかりやすい言葉で，キーになる概念を，
どう伝えていくか，そういったことが課題であると
思います。それによって支援活動が介入してきます。

「SDGsのために寄付金をください」と言うより，もっ
とわかりやすい言葉，例えば，伝統的な景観を残す
ために協力してもらえませんか，日本の原風景を残
すために協力してもらえませんか，というような別
の言葉で核になる考え方を伝えていくことがさらに
必要になってくると考えます。

６．おわりに

当日御参加いただいた方からは，様々な視点から
の研究成果が報告され，生物多様性保全活動に必要
な提案が興味深かった等の御意見をいただきまし
た。

今回の生物多様性の保全に関する一連の政策研究
の成果が，これからの日本の現状に合った農山村に
おける保全活動を推進するために必要な農林水産政
策の検討に活用されることが期待されます。

注：�研究成果報告会の資料は農林水産政策研究所Webサイト
をご覧ください。http://www.maff.go.jp/primaff/index.
html
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概要



文書のアクセシビリティの完全性を損なう可能性がある問題点が検出されました。





		手動チェックが必要: 2



		手動チェックに合格: 0



		手動チェックに不合格: 0



		スキップ: 1
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		ルール名		ステータス		説明



		アクセシビリティ権限フラグ		合格		アクセシビリティ権限フラグの設定が必要



		画像のみの PDF		合格		文書が画像のみの PDF ではない



		タグ付き PDF		不合格		文書がタグ付き PDF である



		論理的な読み上げ順序		手動チェックが必要		文書構造により論理的な読み上げ順序が決まる



		優先言語		合格		テキスト言語の指定



		タイトル		合格		文書のタイトルがタイトルバーに表示されている



		しおり		合格		大きい文書にしおりが存在する



		色のコントラスト		手動チェックが必要		文書の色のコントラストが適切である



		ページコンテンツ





		ルール名		ステータス		説明



		タグ付きコンテンツ		不合格		すべてのページコンテンツがタグ付けされている



		タグ付き注釈		合格		すべての注釈がタグ付けされている



		タブの順序		不合格		タブの順序と構造の順序が一致している



		文字エンコーディング		合格		確実な文字エンコーディングの指定



		タグ付きマルチメディア		合格		すべてのマルチメディアオブジェクトがタグ付けされている



		画面のちらつき		合格		ページで画面のちらつきが発生しない



		スクリプト		合格		アクセシブルではないスクリプトなし



		時間制限のある応答		合格		ページが時間制限のある応答を必要としない



		ナビゲーションリンク		合格		ナビゲーションリンクが繰り返し使用されていない



		フォーム





		ルール名		ステータス		説明



		タグ付きフォームフィールド		合格		すべてのフォームフィールドがタグ付けされている



		フィールドの説明		合格		すべてのフォームフィールドに説明がある



		代替テキスト





		ルール名		ステータス		説明



		図の代替テキスト		不合格		図に代替テキストが必要



		ネストされた代替テキスト		不合格		読み上げられない代替テキスト



		コンテンツに関連付けられている		不合格		代替テキストはいくつかのコンテンツに関連付けられている必要がある



		注釈を隠している		不合格		代替テキストが注釈を隠していない



		その他の要素の代替テキスト		不合格		代替テキストが必要なその他の要素



		テーブル





		ルール名		ステータス		説明



		行		不合格		TR が Table、THead、TBody または TFoot の子である必要がある



		TH と TD		不合格		TH と TD が TR の子である必要がある



		ヘッダー		不合格		テーブルにヘッダーが必要



		規則性		不合格		テーブル内の各行の列数と各列の行数が同じである必要がある



		概要		スキップ		テーブルに概要が必要



		箇条書き





		ルール名		ステータス		説明



		箇条書き項目		不合格		LI は L の子である必要がある



		Lbl と LBody		不合格		Lbl と LBody は LI の子である必要がある
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